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１ 令和６年度川越地区消防組合財務書類について 
 
（１）はじめに 

平成２７年１月に総務省から「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務大臣

通知）」が示され、一部事務組合を含む全ての地方公共団体は、平成２９年度までに「統一的な基

準」による財務書類の作成を行うよう要請されました。 
これを受け、本組合では総務省から示された「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に

基づき、平成２８年度決算（平成２９年度作成）より「統一的な基準」による財務書類を整備し

ました。 
 
（２）統一的な基準とは 

会計処理方法として民間企業会計と同様の複式簿記や発生主義会計を導入するとともに、現存

する全ての固定資産を洗い出し、固定資産台帳を整備することで、現金取引（歳入・歳出）に加

えて、ストック情報（資産・負債・純資産の期末残高）及びフロー情報（期中の収益・費用及び

純資産の内部構成の変動）を網羅的かつ公正価値で把握できます。また、全国統一の基準である

ため、各団体間での比較可能性が確保されます。 
 
（３）財務書類とは 

財務書類は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の４表で構

成されています。 
 
（４）対象とする会計の範囲 

一般会計 
 
（５）作成基準日 

令和７年３月３１日（令和６年度末）を基準日としています。 
 
（６）出納整理期間の取り扱い 

地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。 
当会計年度に係る出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度

末の計数としています。 
 
（７）端数処理 

表示単位未満を四捨五入により処理しているため、合計と一致しない場合があります。 
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③ 

① 
② 

２ 財務書類の相関関係 
 

貸借対照表  行政コスト計算書  純資産変動計算書  資金収支計算書 

資産 負債  経常費用  前年度末残高  業務活動収支 

うち 
現金預金 

  経常収益  純行政コスト  投資活動収支 

   臨時損失 
 

財源  財務活動収支 

 
  臨時利益  固定資産等の変動  前年度末残高 

 純資産  純行政コスト  本年度末残高  
本年度末残高 

【＋本年度末歳計外現金残高】 

 
 
                              
 
①貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本年度末歳計外現

金残高を足したものと対応します。 
②貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これは純資産変動計算

書の期末残高と対応します。 
③行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 
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3

川越地区消防組合　令和　６年度　川越地区消防組合一般会計

３　統一的な基準による財務書類

（１）貸借対照表



 

貸借対照表とは、地方公共団体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その

資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたのかを表しているものです。 
地方公共団体の捉え方として、資産が行政サービスの提供能力、負債が将来世代の負担、純資産が現在

までの世代の負担と見ることができます。 
 
[主な用語解説] 

(Ａ)固定資産 ①有形固定資産 ・事業用資産 土地、庁舎などの有形固定資産 

  ・インフラ資産 防火水槽など社会基盤となる資産 

  ・物品 車両や機械器具などの資産 

 ②無形固定資産 地上権などの無形の資産 

 ③投資その他の資産 ・基金 特定の目的のための積立金（退職手当基金） 

(Ｂ)流動資産 ④現金預金 現金及び預金 

 ⑤未収金 現年調定のうち現年収入未済の資産 

(Ｃ)固定負債 ⑥地方債 地方債借入残高のうち翌年度に償還する額を除いた残高 

 ⑦退職手当引当金 年度末に全職員が退職した場合に支払うべき退職金 

(Ｄ)流動負債 ⑧１年内償還予定地方債 地方債借入残高のうち翌年度償還予定額 

 ⑨賞与等引当金 翌年度に支払うことが予定されている賞与のうち当年度負担額 

 
＜表から分ること＞     
令和６年度末現在の資産総額は６６億２千１４１万８千円、負債総額は６８億８千１９２万５千円

で、資産総額から負債総額を差し引いた純資産はマイナス２億６千５０万７千円となっています。 
資産のうち、有形固定資産は５７億５千３９６万９千円（８６．９％）となっており、その内訳は

事業用資産が４０億８千３９２万７千円（７１．０％）、インフラ資産が５億２千９４６万６千円（９．

２％）、物品が３２億１千１４万２千円（５５．８％）となっています。 
負債は、資産形成のために発行した地方債のうち短期分（１年内償還予定地方債）が２億６千７４

３万７千円、長期分が２５億８千９７４万２千円で負債全体の３７．６％となっています。 
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（２）行政コスト計算書



 

行政コスト計算書とは、１年間に地方公共団体が行った行政活動のうち、地方公共団体の資産形成に

結びつかない、いわばソフト面でのサービスにかかった費用を表しているものです。なお、地方公共団

体の活動は、人的サービスなど地方公共団体の資産形成にはつながらない行政サービスが大きな比重を

占めています。 
 
[主な用語解説] 

(Ａ)経常費用 ①業務費用 ・人件費 職員給与や議員報酬、退職給付費用など 

  ・物件費等 委託料や維持補修費、減価償却費など 

  ・その他の業務費用 地方債の償還利子など 

 ②移転費用 ・補助金等 各種団体等に対する負担金や補助金など 

  ・その他 公課費など 

(Ｂ)経常収益 ③使用料及び手数料 行政サービス提供の対価として受け取る収益 

 ④その他 受託事業収入や雑入などの収益 
(Ｃ)純経常行政コスト 経常収益から経常費用を差し引いた額 

(Ｄ)臨時損失 資産の除売却損など臨時に発生するもの 

(Ｅ)臨時利益 資産の売却益など臨時に発生するもの 
(Ｆ)純行政コスト 純経常行政コストに臨時損失を足し、臨時利益を差し引いた額 

 
＜表から分ること＞ 
令和６年度の１年間で行政活動に要した経常費用は５３億５千４１万５千円で、経常収益は２千４

１８万円となりました。 経常費用から経常収益を差し引いた純経常行政コストは５３億２千６２３

万５千円となっています。 
経常費用のうち、人件費は４４億３千４５０万６千円（８２．９%）、物件費等は委託料や施設等の

維持補修に係る経費、減価償却費等で７億９千１４７万円（１４．８%）、また、補助金等の移転支出

は１億１千２７３万円（２．１%）となっています。 
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（３）純資産変動計算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
純資産変動計算書とは、貸借対照表に計上された純資産の１年間の増減について、その内訳を表して

いるものです。 
「純行政コスト」と「財源」との差額である「本年度差額」は、純行政コストが税収等の財源でどれだ

け賄われているかを示しています。なお、本組合の主な財源は、組合を構成する川越市及び川島町から

の負担金となっています。 
 
[主な用語解説] 

（A）純行政コスト(△) 行政コスト計算書における純経常行政コスト 

（B）財源 ①税収等 構成市町からの負担金 

 ②国県等補助金 国庫支出金及び県支出金 

（C）資産評価差額 有価証券等の評価差額 

（D）無償所管替等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等 
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＜表からわかること＞  
令和６年度の財源の調達は５４億６千７９９万５千円となっており、その内訳は負担金が５４億４

千２８４万７千円、国・県からの補助金収入が２千５１４万８千円となっています。 
この結果、純資産が１億４千１６４万５千円増額し、期末純資産残高はマイナス２億６千５０万７

千円となりました。この期末純資産残高は「貸借対照表」の「純資産合計」に対応しています。 
純資産が減少すれば次年度以降へ負担を先送りしたこととなり、増加すれば次年度へ引き継ぐ資産

を増加させたことになります。 
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（４）資金収支計算書



 

資金収支計算書とは、貸借対照表に計上されている資金の出入りの情報を、その性質に応じて「業務

活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」に分類し、それぞれの区分における資金収支の状況を表し

ているものです。 
 
[主な用語解説] 

(Ａ)業務活動収支 
人件費、物件費、補助金の支払などの支出 
負担金、使用料及び手数料といった受益者負担に関する収入 

(Ｂ)投資活動収支 車両整備等の資産の形成に関する収支 

(Ｃ)財務活動収支 地方債償還による支出、地方債発行による収入 

 
＜表から分ること＞  
業務活動収支はプラス５億２千１９６万４千円、投資活動収支はマイナス１６億５千１７８万１千

円、財務活動収支は１２億５千７２４万１千円となっています。 
この結果、令和６年度の資金収支額は１億２千７４２万３千円になり、期末資金残高は３億４千４

２０万２千円となりました。この期末資金残高は、「貸借対照表」の「現金預金」の項目に対応してい

ます。 
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４ 注記 
 
（１）重要な会計方針 

ａ 有形固定資産等の評価基準及び評価方法 
原則として取得価格により計上しています。取得価格が不明なものは、再調達価格を基礎と

して計上しています。ただし、昭和５９年度以前に取得したもので取得価格不明なものは、備

忘価格１円としています。 
 

ｂ 有価証券等の保有はありません。 
 

ｃ 有形固定資産等の減価償却の方法 
①有形固定資産 

定額法によります。 
主な耐用年数は以下のとおりです。 
建物  １５年～５０年 
工作物  ５年～４０年 
物品   ５年～２１年 

②無形固定資産  
定額法によります。 
主な耐用年数は以下のとおりです。 
ソフトウェア（自己利用） ５年 

 
ｄ 引当金の計上基準及び算定方法 

①賞与等引当金 
職員に対する期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費に備えるため、当年度負担相当額

（１２月から３月までの４カ月分）を計上しています。 
②退職手当引当金 

職員に対する退職手当の支給に備えるため、当年度在職する職員が自己都合により退職す

るとした場合の退職手当要支給相当額を計上しています。 
 

ｅ リース取引の処理方法 
①オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によります。 
②ファイナンス・リース取引 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によります。なお、ファイナンス・リース取

引により使用する資産はありません。 
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ｆ 資金収支計算書における資金の範囲 
地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 

 
ｇ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

①消費税及び地方消費税の会計処理 
税込方式によります。 

②物品の計上基準 
取得価格が５０万円以上の場合に計上しています。 

 
（２）その他の注記 

ａ 対象範囲 
一般会計 

 
ｂ 出納整理期間 

地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係

る出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数として

います。 
 

ｃ 表示単位未満の取扱い 
各項目の金額を表示単位未満で四捨五入により処理しているため、合計等の金額が一致しな

い場合があります。 
 

ｄ 一時借入金の状況 
一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額は、３００，０００千円で

す。 
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５　附属明細書

（１）貸借対照表の内容に関する明細
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令和６年度 財務書類 

川越地区消防局 総務課 


